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香港税務局、HKFRS15の最新指針を公表 
 

 

概要 

改訂版DIPN1は、2006年7月に公表された従来のDIPN1に大幅な修正を加えたものである。主な変更点を以下にまとめる。 

Part A－課税利益の算出 

最新のDIPN1では、HKFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に関連した課税利益（場合によっては、調整後損
失）の算出について、以下のような基本原則が概説されている。 

• HKFRS第15号に準拠し算定された会計上の利益が、課税利益（場合によっては、調整後損失）を算出する際の出発
点となる。同様に、一般に公正妥当と認められた会計原則に従い認識された費用が税務上の損金として通常認められる。
特定の税務処理が判例若しくは法令により定められている場合又は会計処理が税務処理から著しく逸脱している場合を除
き、大抵の場合、会計処理と税務処理は一致することになる。 

• 利益の見込み計上ができない場合、香港税務条例（IRO）Section14では、一般に公正妥当と認められた会計原則
に従い発生主義ベースで認識される利益が、Section14において「生じる」又は「得られる」利益であると理解されている。 

• 同DIPNは、「課税対象となる利益は実際の又は実現した利益であり、利益又は損失のいずれも見積もられるものではな
い」というNice Cheer裁判の判決に言及している。 

香港タックスアラート 
（香港税務速報） 

2020年10月 | 第15回 

 

サマリー 
2020年9月18日、香港税務局（IRD）は、（a）課税利益の算定、（b）HKFRS第15号「顧客との契
約から生じる収益」に基づく収益認識、（c）棚卸資産の測定を含む実務解釈指針第1号（DIPN1）の改
訂版を発行した。最新の指針は主に、IRDの見解及びHKFRS第15号に基づく課税利益の算定方法を示す
とともに、会計及び税務上の実例を示している。本書では、HKFRS第15号による主な変更点に着目し、税務
上の基準に関するIRDの見解について概説する。 

https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn01.pdf
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Part B－収益認識 

HKFRS第15号では、顧客との契約から生じる収益を認識するための5ステップモデルが示され、また多くの基準及び解釈がこれに
伴い修正されている。HKFRS第15号は2018年1月1日以降に開始する会計年度から適用されており、企業は、HKFRS第15
号に基づき、一時点又は一定の期間にわたり契約の履行義務を充足した時点で、収益を認識する。履行義務の充足は、財又
はサービスの支配が顧客に移転したときである。収益認識モデルの５つのステップに基づき認識された収益は、実現されたものと見
做され、納税者の課税利益に含まれる。 

 

潜在的な影響 

HKFRS第15号は、主に長期契約を伴う事業に影響を及ぼす。HKFRS第15号では収益認識の要件が厳格化されているため、
特に長期契約から生じる収益は、ほとんどの場合、従来の基準よりも遅い時点で認識されることになる。従来のDIPN1においては、
最終証明書が建設工事監理者又はコンサルティング・エンジニアから発行された時点で契約が完了したと見做され、その時点で不
動産開発業者は収益を認識することができた。しかし、HKFRS第15号では、多層階の住居専用ビルのユニット販売からの収益を
不動産開発業者が認識するのは、かかる不動産開発業者が履行義務を完全に充足した時点よりも遅くなる可能性がある（つま
り、顧客が購入ユニットの鍵を入手したときなど、顧客が購入ユニットの支配を得たときに認識される）。 

大抵の場合、HKFRS第15号による収益認識時点は、履行義務が完全に充足され、かかる収益が会計上及び税務上実現さ
れる時点まで引き延ばされている。これはIRDにとって、履行義務を充足した時点で収益が認識され、その時点で実現利益に課
税する確固たる根拠となる。KPMGはこれを合理的であると判断している。 

変動対価 

もう一つの特筆すべき留意点は、契約に変動対価（例えば、補償、報酬、リベートなど）が含まれる場合である。対価が「変動」
する場合、HKFRS第15号では、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、重大な戻入れが生じない可能性が
非常に高い場合、変動対価の金額を認識できる。つまり、変動対価を見積る際に、HKFRS第15号は従来基準よりも厳しい制
約を収益認識に設定しており、結果として収益の認識が先送りされることになる。税務の観点から見れば、香港の税法には欠損
の繰戻しに関する規定がないため、これは特に高く評価される。 

しかし、従来のDIPN1の第9段落では、IRO Section 70Aについて以下のように言及されていることに留意したい。 

 
同一の契約において重大な損失が発生した場合、過年度の変動対価の見積りについて、再度見直しを行
うことはできない。これは、契約の初期段階における利益の見積りに判断の要素が含まれる場合は、IRO 
Section 70Aは適用されないと見做されるためである。発生した損失は、同一年度のその他の課税利益と
相殺されるか、将来の年度に繰り越されなければならない。ただし、納税者が引き受けた契約が1件のみ
で、当該納税者が当該契約の完了後に業務を停止した場合、契約の完了時に全体的な損失状況が生
じているのであれば、IRD は利益が計上された年度の課税利益を遡及して見直す場合がある。 

 
従来のDIPN1では、過年度に利益が課税対象となっており契約完了時に重大な損失が発生した場合には、IRO Section 
70Aは適用されないことが明確にされていた。これは、契約の初期段階における利益の見積りには判断の要素が含まれており、ま
た、HKAS第11号「工事契約」による収益の認識時点は、工事契約の成果物の見積りが信頼性をもって実施可能となった時点
である、ということに基づいていた。一方で、納税者が契約完了時に全体的に損失を被っており、納税者が当該契約完了後に事
業を停止した場合、IRO Section 70Aを適用する認容規定が利用可能であった。最新のDIPN1には、この認容規定は一切
記載されていない。この異なる認識基準により、損失が発生する契約に関して納税の可能性は低下する。しかし認容規定が無
ければ、プロジェクトから生じる最終利益又は損失が算定可能になる前に納税期日が到来するリスクがある。どのようにNice 
Cheerの原則と完全に整合するのか、疑問をもつ納税者が出てくる可能性もある。 

“ 
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重大な金融要素 

一般的に、長期的な工事契約には、顧客による支払いと義務の履行が異なる時期に生じることから、重大な金融要素が含ま
れると考えられる。契約対価の支払時期を遅らせることによって、金融上の重大な便益が顧客に提供される場合には、かかる契
約に重大な金融要素が含まれることになるため、約束された対価の金額に対して貨幣の時間価値の影響を調整しなければな
らない場合がある。 

HKFRS第15号では、かかる資金提供に関連する貨幣の時間価値を反映するために、名目の金利収益ないしは金利費用が
会計上の利益又は損失として認識される。一方で税務上は、名目金利費用ないし収益は認められない又は課税利益から控
除される。これは、香港の税務上、実際の費用ないし所得が発生していない又は得られていないとされるためである。このような
調整は最終的に税務上の一時差異となる。大量の重大な金融要素を含む取引を有する納税者は、契約ごとに重大な金融要
素の影響を別途記録し、会計処理を行わなければならないため、煩雑な管理が必要となるかもしれない。これは、HKFRS第16
号において、リースの借り手に（割引要素を含む）リース料の会計処理と税務処理を一致させることを奨励している点と対照的
である。 

損金算入可能費用 

改訂版DIPN1は、新基準に基づく費用の税務処理に関して限定的な指針を定めている。IRDは、費用の損金算入はIRO 
Section16及び17に基づき判断されるとしている。旧基準では、契約が成立する可能性が高い場合に資産計上すべき契約前
費用について広範に規定していた。しかし、HKFRS第15号においては、契約獲得の付随コスト及び履行コストが回収されること
が見込まれる場合、契約期間にわたりそれらを資産計上することが認められている。税務上、かかるコストの損金算入はHKFRS
第15号の償却処理に準拠する。HKFRS第15号の方が資産計上を認める費用がより限定的であることを踏まえると、IRO 
Section 17において否定されない限り、損益計算上の費用を税務上も損金算入可能額として認識することは合理的である。 

場合によっては、納税者が、（HKFRS第15号に基づく変動対価として認識される）値引きを提供しているのか、又は（貸倒
費用の認識となる可能性がある）合意した対価が支払われないリスクを受け入れることを選択したのか、を判別することが困難な
場合もある。そのような場合、当該取引の会計及び税務処理に影響が及ぶため、経営者は値引きと顧客の信用リスクの区分
（つまり、IRO Section 14に基づく収益の減額、又はIRO Section 16（1）（d）に基づく貸倒費用として計上されるか）
について、適切な判断を行う必要がある。 

 

Part C－棚卸資産の測定 

改訂版DIPN1では、本項目に関する軽微な変更が行われている。IRDは、HKAS第2号「棚卸資産」における棚卸資産の評
価に関して一般に認められている基準は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額であると規定している。つまり、評価
方法が条件を満たしている場合に限り、通常、棚卸資産価格の下落は損金に算入される。税務調整を必要とする棚卸資産
の評価について、税務上、以下の2つの具体的な規定が存在する。 

a. 事業停止に関するIRO Section15C 

b. トレーディング目的以外の棚卸資産又は通常の取引過程以外で処分される棚卸資産の評価について規定している
IRO Section15BA 

主な修正は、Sharkey対Wernherの裁判において確立された市場価値原則を成文化したIRO Section15BAの追加である。
Section15BAは2018年の第6回修正香港税務規則の下で制定されており、2018年4月1日以降に開始した課税年度から有効
である。IRO Section 15BAでは、棚卸資産がトレーディング目的以外に割り当てられた、又は通常の取引過程以外で処分された
場合、棚卸資産の市場価額を反映するために税務調整することが求められている。 
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KPMGの所見 

最新の指針では、HKFRS第15号による収益が、会計上及び税務上いつ認識されるのかという点について、いくつかの説明を
納税者に明示しているため、高く評価されている。但し、指針が提示するシナリオは限定的であり、特定の事実及び条件を前
提としている。 

HKFRS第15号の適用によって、一部の納税者には収益認識のタイミングに大きな変化が生じる可能性が高い。従来の基準
特に（i）HKAS第11号「工事契約」では、収益計上に際して実現基準または完了基準は適用されず、契約が完了した時
にのみ利益を認識することが明確化されていた。また、（ii）HKAS第18号「収益」では、不動産の所有に係るリスク及び利益
が移転した時点（つまり建物の完成時点）で、利益を認識することが不動産開発業者に義務付けられていた。HKFRS第
15号では、原則として「リスク及び利益」から「支配」に移転の概念が取って代わり、「履行義務」の概念が導入されたことから、
大半の納税者に対する全般的な影響は、通常は履行義務が充足されるまで収益認識が先送りされることである。 

HKFRS第15号により収益認識の方針が厳格化されており、IRDは、履行義務が充足された時点で実現した利益に課税でき
ると考えている。これは、未実現利益も考慮していた従来の会計基準及び従来のDIPNにおける考え方からの変更点である。
これにより、一般的には収益認識のタイミングが後ろ倒しになることが考えられるが、一方で納税のタイミングが前倒しになるケー
スが生じる可能性もある。したがって、契約条件の変更（特に長期契約、変動対価、及び重大な資金調達に関する調整を
伴うもの）が収益認識及び課税対象のタイミングに影響を及ぼす可能性があるため、納税者は、顧客との複雑な契約について
早い段階で自社の会計及び税務アドバイザーと協議することを検討すべきである。また、会計システム及び内部統制手続が、こ
の会計基準に基づく会計上及び税務上の要求事項に十分対応できるものとなっているかについても評価すべきである。詳細に
ついては、貴社ご担当の会計及び税務アドバイザーにご相談ください。 

なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 
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